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（別紙）予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 
１．予 算 

 

平成２２年度～平成２７年度 予算 

（単位：百万円）  

区      分 金    額 
 

収入 

 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

船舶建造費補助金 

国立大学財務・経営センター施設費交付金 

自己収入 

授業料及び入学料検定料収入 

附属病院収入 

財産処分収入 

雑収入 

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 

長期借入金収入 

 

 

計 

 

【335,749】 

347,997   

13,352   

0   

918   

256,250   

79,135   

173,849   

0   

3,266   

155,708   

0   

   

【761,977】 

774,225   

 

【暫定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【暫定】 

 

支出 

 

業務費 

 

教育研究経費 

診療経費 

施設整備費 

船舶建造費 

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 

長期借入金償還金 

 

 

計 

 

【569,728】 

581,976   

【414,926】 

427,174   

154,802   

14,270   

0   

155,708   

22,271   

   

【761,977】 

774,225   

 

【暫定】 

 

【暫定】 

 

 

 

 

 

 

 

【暫定】 

 

[人件費の見積り] 

中期目標期間中総額 333，367百万円を支出する。（退職手当は除く。） 
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注）人件費の見積りについては、平成23年度以降は平成22年度の人件費見積り額を踏

まえ試算している。 

注）退職手当については、国立大学法人京都大学退職手当規程に基づいて支給するこ

ととするが、運営費交付金として交付される金額については、各事業年度の予算編

成過程において国家公務員退職手当法に準じて算定される。 

注）組織設置に伴う学年進行の影響は考慮していない。 

 

 

［運営費交付金の算定方法］ 

○ 毎事業年度に交付する運営費交付金は、以下の事業区分に基づき、それぞれに対応し

た数式により算定して決定する。 

 

Ⅰ〔一般運営費交付金対象事業費〕 

①「教育研究等基幹経費」：以下の事項にかかる金額の総額。Ｅ（ｙ－１）は直前の

事業年度におけるＥ（ｙ）。 

・ 学部・大学院の教育研究に必要な教職員のうち、設置基準に基づく教員にか

かる給与費相当額及び教育研究経費相当額。 

②「その他教育研究経費」：以下の事項にかかる金額の総額。Ｆ（ｙ－１）は直前の

事業年度におけるＦ（ｙ）。 

・ 学部・大学院の教育研究に必要な教職員（①にかかる者を除く。）の人件費

相当額及び教育研究経費。 

・ 附属病院の教育研究診療活動に必要となる教職員の人件費相当額及び教育研

究診療経費。 

・ 附置研究所及び附属施設等の運営に必要となる教職員の人件費相当額及び事

業経費。 

・ 法人の管理運営に必要な職員（役員を含む）の人件費相当額及び管理運営経

費。 

・ 教育研究等を実施するための基盤となる施設の維持保全に必要となる経費。 

 

〔一般運営費交付金対象収入〕 

③「基準学生納付金収入」：当該事業年度における入学定員数に入学料標準額を乗じ

た額及び収容定員数に授業料標準額を乗じた額の総額。（平成22年度入学料免除率

で算出される免除相当額及び平成22年度授業料免除率で算出される免除相当額につ

いては除外。） 

④「その他収入」：検定料収入、入学料収入（入学定員超過分等）、授業料収入（収

容定員超過分等）及び雑収入。平成22年度予算額を基準とし、第２期中期目標期間
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中は同額。 

 

Ⅱ〔特別運営費交付金対象事業費〕 

⑤「特別経費」：特別経費として、当該事業年度において措置する経費。 

 

Ⅲ〔特殊要因運営費交付金対象事業費〕 

⑥「特殊要因経費」：特殊要因経費として、当該事業年度において措置する経費。 

 

Ⅳ〔附属病院運営費交付金対象事業費〕 

⑦「一般診療経費」：当該事業年度において附属病院の一般診療活動に必要となる人

件費相当額及び診療行為を行う上で必要となる経費の総額。Ｊ（ｙ－１）は直前の

事業年度におけるＪ（ｙ） 

⑧「債務償還経費」：債務償還経費として、当該事業年度において措置する経費。 

 

〔附属病院運営費交付金対象収入〕 

⑨「附属病院収入」：当該事業年度において附属病院における診療行為によって得ら

れる収入。Ｌ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＬ（ｙ）。 

 

運営費交付金 ＝ Ａ（ｙ）＋ Ｂ（ｙ）＋ Ｃ（ｙ）＋ Ｄ（ｙ） 

 

１．毎事業年度の一般運営費交付金は、以下の数式により算定する。 

Ａ（ｙ）＝ Ｅ（ｙ）＋ Ｆ（ｙ）－ Ｇ（ｙ） 

 

（１）Ｅ（ｙ）＝ Ｅ（ｙ－１）× β（係数） 

（２）Ｆ（ｙ）＝｛Ｆ（ｙ－１）× α（係数）｝× β（係数）± Ｓ（ｙ）± Ｔ（ｙ） 

± Ｕ（ｙ） 

（３）Ｇ（ｙ）＝ Ｇ（ｙ） 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Ｅ（ｙ）：教育研究等基幹経費（①）を対象。 

Ｆ（ｙ）：その他教育研究経費（②）を対象。 

Ｇ（ｙ）：基準学生納付金収入（③）、その他収入（④）を対象。 

Ｓ（ｙ）：政策課題等対応補正額。 

新たな政策課題等に対応するための補正額。各事業年度の予算編成過程に

おいて当該事業年度における具体的な額を決定する。 

Ｔ（ｙ）：教育研究組織調整額。 

学部・大学院等の組織整備に対応するための調整額。 
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各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額

を決定する。 

Ｕ（ｙ）：施設面積調整額。 

施設の経年別保有面積の変動に対応するための調整額。 

各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額

を決定する。 

 

２．毎事業年度の特別運営費交付金は、以下の数式により算定する。 

Ｂ（ｙ）＝ Ｈ（ｙ） 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Ｈ（ｙ）：特別経費（⑤）を対象。なお、本経費には新たな政策課題等に対応するた

めに必要となる経費を含み、当該経費は各事業年度の予算編成過程におい

て当該事業年度における具体的な額を決定する。 

 

３．毎事業年度の特殊要因運営費交付金は、以下の数式により算定する。 

Ｃ（ｙ）＝ Ｉ（ｙ） 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Ｉ（ｙ）：特殊要因経費（⑥）を対象。なお、本経費には新たな政策課題等に対応す

るために必要となる経費を含み、当該経費は各事業年度の予算編成過程に

おいて当該事業年度における具体的な額を決定する。 

 

４．毎事業年度の附属病院運営費交付金は、以下の数式により算定する。 

Ｄ（ｙ）＝｛Ｊ（ｙ）＋ Ｋ（ｙ）｝－ Ｌ（ｙ） 

 

（１）Ｊ（ｙ）＝ Ｊ（ｙ－１）± Ｖ（ｙ） 

（２）Ｋ（ｙ）＝ Ｋ（ｙ） 

（３）Ｌ（ｙ）＝ Ｌ（ｙ－１）± Ｗ（ｙ） 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Ｊ（ｙ）：一般診療経費（⑦）を対象。 

Ｋ（ｙ）：債務償還経費（⑧）を対象。 

Ｌ（ｙ）：附属病院収入（⑨）を対象。 

Ｖ（ｙ）：一般診療経費調整額。 

直近の決算結果等を当該年度の一般診療経費の額に反映させるための調整

額。各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調

整額を決定する。 

Ｗ（ｙ）：附属病院収入調整額。 
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直近の決算結果等を当該年度の附属病院収入の額に反映させるための調整

額。各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調

整額を決定する。 

 

【諸係数】 

α（アルファ）：大学改革促進係数。【暫定】 

第２期中期目標期間中に各国立大学法人における組織改編や既存事業の

見直し等を通じた大学改革を促進するための係数。 

現時点では確定していないため、便宜上平成22年度予算編成時と同様の

考え方で△1.8％とする。 

なお、平成23年度以降については、今後の予算編成過程において具体的

な係数値を決定する。 

β（ベータ） ：教育研究政策係数。 

物価動向等の社会経済情勢等及び教育研究上の必要性を総合的に勘案し

て必要に応じ運用するための係数。 

各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な係数

値を決定する。 

 

注）中期計画における運営費交付金は上記算定方法に基づき、一定の仮定の下に試算さ

れたものであり、各事業年度の運営費交付金については、予算編成過程において決定

される。 

なお、「特別運営費交付金」及び「特殊要因運営費交付金」については、平成23年

度以降は平成22年度と同額として試算しているが、教育研究の進展等により所要額の

変動が予想されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程において

決定される。 

 

注）施設整備費補助金、国立大学財務・経営センター施設費交付金及び長期借入金収入

は、「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上している。 

 

注）自己収入並びに産学連携等研究収入及び寄附金収入等については、平成22年度の受

入見込額により試算した収入予定額を計上している。 

 

注）産学連携等研究収入及び寄附金収入等は、版権及び特許権等収入を含む。 

 

注）業務費及び施設整備費については、中期目標期間中の事業計画に基づき試算した支

出予定額を計上している。 
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注）産学連携等研究経費及び寄附金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄附金収入等

により行われる事業経費を計上している。 

 

注）長期借入金償還金については、変動要素が大きいため、平成22年度の償還見込額に

より試算した支出予定額を計上している。 

 

注）上記算定方法に基づく試算においては、「教育研究政策係数」は１とし、「政策課

題等対応補正額」、「教育研究組織調整額」、「施設面積調整額」、「一般診療経費

調整額」及び「附属病院収入調整額」 については、０として試算している。 
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２．収支計画 

平成２２年度～平成２７年度 収支計画 

（単位：百万円）  

区      分 金    額 
 

 

 

費用の部 

 

経常費用 

 

業務費 

 

教育研究経費 

診療経費 

受託研究費等 

役員人件費 

 

教員人件費 

 

職員人件費 

 

一般管理費 

財務費用 

雑損 

 

減価償却費 

臨時損失 

 

 

収入の部 

 

経常収益 

 

運営費交付金収益 

授業料収益 

入学金収益 

検定料収益 

附属病院収益 

受託研究等収益 

寄附金収益 

財務収益 

雑益 

 

 

【738,827】 

751,074   

【738,827】 

751,074   

【685,158】 

696,774   

【125,289】 

130,103   

82,946   

125,648   

1,077   

【209,416】 

214,407   

【140,782】 

142,593   

【20,415】 

20,854   

4,369   

0   

【28,885】 

29,077   

0   

 

【747,129】 

759,376   

【747,129】 

759,376   

【319,075】 

331,130   

67,210   

10,020   

1,905   

173,849   

125,648   

26,966   

400   

2,866   

【19,190】 

 

【暫定】 

 

【暫定】 

 

【暫定】 

 

【暫定】 

 

 

 

 

【暫定】 

 

【暫定】 

 

【暫定】 

 

 

 

【暫定】 

 

 

 

【暫定】 

 

【暫定】 

 

【暫定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【暫定】 



 

- 8 - 

資産見返負債戻入 

臨時利益 

純利益 

総利益 

19,382   

0   

8,302   

8,302   

 
注）受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。 

注）受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。 

注）純利益及び総利益には、附属病院における借入金返済額（建物、診療機器等の整備

のための借入金）が、対応する固定資産の減価償却費よりも大きいため発生する会計

上の観念的な利益を計上している。 
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３．資金計画 

平成２２年度～平成２７年度 資金計画 

（単位：百万円）  

区      分 金    額 
 

 

 

資金支出 

 

業務活動による支出 

 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

次期中期目標期間への繰越金 

 

 

資金収入 

 

業務活動による収入 

 

運営費交付金による収入 

授業料及び入学料検定料による収入 

附属病院収入 

受託研究等収入 

寄附金収入 

その他の収入 

投資活動による収入 

施設費による収入 

その他の収入 

財務活動による収入 

前期中期目標期間よりの繰越金 

 

【782,494】 

794,742   

【706,341】 

718,396   

【33,365】 

33,558   

22,271   

20,517   

 

【782,494】 

794,742   

【747,707】 

759,955   

【335,749】 

347,997   

79,135   

173,849   

125,648   

29,387   

3,939   

14,270   

14,270   

0   

0   

20,517   

 

【暫定】 

 

【暫定】 

 

【暫定】 

 

 

 

 

【暫定】 

 

【暫定】 

 

【暫定】 

 

 

注）施設費による収入には、独立行政法人国立大学財務・経営センターにおける施設費

交付事業にかかる交付金を含む。 

  

 


